
はじめに

イギリスは､ わが国と同じ単一国家の国だと考えられてきたところであ

るが､ 1998 年以降のスコットランド､ ウェールズ､ および北アイルラン

ドへの権限委譲 (devolution) により､ その形を大きく変えることとなっ

た｡ 特にスコットランドに対しては､ 一次立法権 (primary legislation)

を含む大幅な権限が与えられることになり､ 権限委譲は､ イギリスを単一

国家から準連邦 (quasi-federal) 国家に変質させたとも言われるところ

である1｡

一方で､ 財政権に関しては､ 新たに設置されたスコットランド議会

(Scottish Parliament) は税の変更権 (tax-varying power) について､

所得税 (Income Tax) 率の 3％を上限として変更することが認められる

ことになったが2､ この権限が行使されることはなかった｡ イギリスは､

主要な経済先進国の中で最も中央集権化された財政的構造を持つ国の 1 つ

であるとされる3｡ 財政権に関しては､ 最も広範に委譲が行われたスコッ

トランドに対しても､ 所得税の 3％の範囲内の税率変更権を除いては与え

られず､ 中央集権的な構造が維持されてきたところであり､ ウェールズや
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北アイルランドにはこのような権限すら与えられていなかった｡ しかし､

スコットランドに関しては､ 詳しくは後で述べるとおり､ 2007 年にスコッ

トランド国民党 (Scottish National Party) がスコットランド議会で第

一党となって以降､ 2012 年スコットランド法 (Scotland Act 2012) の施

行､ 2014 年の独立をめぐるレファレンダムの実施､ 2016 年スコットラン

ド法 (Scotland Act 2016) の施行などいくつかの大きな動きが見られた

ところである｡

このように､ スコットランドは権限委譲よりも更に踏み込んだ独立にま

で進みかけたところであるが､ 財政面では権限委譲後も中央政府からバー

ネット方式 (Barnett Formula) により算定された包括補助金 (block

grant) が交付されてきた｡ この包括補助金はスコットランド全体の歳入

の大部分を占め､ 権限は与えられたものの､ それに見合った独自の財源は

十分には保障されていなかった｡ 一方で､ その算定方式も含めた包括補助

金自体､ および特にスコットランドに対して手厚く補助金が配分される結

果､ イングランドと比較して 1 人当たりの歳出額が高い数値を示しており､

その格差が問題視され続けている｡ さらに､ このような補助金への依存は､

歳入に関して統制が十分に及ばず､ ｢自らの使う資金を調達する最小限の

責任しか持たない､ 支出機関である｣4 とも言われる原因となっていた｡

そこで､ 本稿では､ 権限委譲の財政的な側面に着目し､ 特にスコットラ

ンドに関するこれまでの制度の変遷を振り返るとともに､ 財政制度の現状

と問題点を考察し､ 単一国家の中で権限委譲が進展し､ 不均一さが拡大す

る中での財政制度のあり方について考えていくこととする｡
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第 1章 権限委譲下における財政制度

―独立レファレンダム実施前までの状況―

第 1節 1998 年スコットランド法 (Scotland Act 1998) の概要

1998 年スコットランド法により､ スコットランド議会はその権限につ

いて､ ｢ウエストミンスターの国会に留保されている個別事項のリスト以

外のすべての問題についてスコットランド議会は立法できる､ という 『固

有権限』 モデル ("retained powers" model) に基づいて 『包括的に (gen

erously)』 に付与｣5 された｡ 具体的には､ 国民医療サービス (NHS) を

含む医療､ 大学を含む教育・職業訓練､ 一定の農業・森林・漁業､ 警察・

消防､ 環境､ 観光などに関する権限が与えられ､ 地域内の地方自治制度に

ついての責任も負うこととなった6｡ そして､ これら委譲された事項 (de-

volved matters) について､ スコットランド議会は一次立法権を持ち､ ス

コットランド議会､ 政府の判断でイングランドなどの他の地域とは異なる

政策を実施することが可能となった｡

このように広範な権限を持つことになったスコットランド議会､ および

政府は､ 実際に 65 歳以上の高齢者の介護費用や大学授業料の無償化など､

イギリスの他の地域では実施されていない政策を実現した｡ 一方で､ これ

らの新たな政策を実現するには､ そのための財源が必要となるが､ 財政権

に関してはどのように考えられていたのであろうか｡ この点については､

設立にあたっての政府文書 (｢Scotland's Parliament｣) で取り上げられ

ており､ そこでは以下の 7 つの事項が挙げられている7｡

①スコットランドは､ 引き続きイギリスの公的歳出の適切な割合の恩恵

を受け続けること

②スコットランド議会の割り当てられた予算は､ 客観的で､ 透明性があ

り､ 広く認められた方法により決定されること
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③スコットランド議会は､ 自らの支出の優先事項を決定する最大限の自

由を持つこと

④スコットランド議会は､ スコットランドにおいて中央政府の税率につ

いて限定された範囲で変更する権限を持ち､ そしてそれに応じて全体

的な支出を変更する権限を持つこと

⑤中央政府はイギリス全体での公的支出に対して､ また公的な借り入れ

に対して適切な統制を維持することができること

⑥地方自治体の支出と課税に対して明確な一連の説明責任があること

⑦イギリスの納税者全体としては､ スコットランドにおいて財務省によ

り提供された資金による歳出に付加した地方の決定による影響から遮

断されること

この中で財政的な制度に関わる中心的なものは､ ①から⑤である｡ 本稿

では､ 歳入に関する内容を中心に考察していく関係上､ ①､ ②､ ④､ ⑤の

概要を見ておくこととする｡ ①､ ②に関しては､ ｢1970 年代後半から継続

して適用されてきた､ スコットランドの公的歳出プログラムのほとんどに

資金を提供する既存の制度である 『包括方式』 の継続｣8 が提案されてい

る｡ このことは､ 権限委譲後もスコットランドの歳入の大部分は包括補助

金により賄われることを意味しているが､ 同書では､ 権限委譲前から続く

包括補助金が ｢毎年のスコットランドに対する公的歳出の公正な決着をも

たらし､ スコットランド大臣がスコットランドのニーズと優先事項に合わ

せて支出に関する意思決定を行うことを認めていた｣9 と評価しており､

引き続きこの方式を採用するとしている｡ そして､ その算定はバーネット

方式によるものであることが明記されている10｡

次に､ ④に関しては､ レファレンダムでの投票結果を条件として､ スコッ

トランド議会に税率の変更権を与えることが提案されており11､ レファレ

ンダムで賛成が多数を得たことから､ 3％を限度として所得税率の変更権

を持つこととなった｡ なぜ所得税なのか､ という点については､ ｢所得税

327 ( 4 )



は比較的簡素で理解しやすく､ 他の主要な課税基準との関連で問題となる

ことが何らない｣12 ことがその理由であるとされる｡ これにより､ 3％の

上乗せをした場合､ 同書の発行時点の試算で最大 4 億 5,000 万ポンドの増

収になると試算されている13｡ 時点は異なるが､ スコットランド政府の

2017/18 年度の歳出総額が約 406 億ポンドであり14､ その額から考えると

それほど大きいものではないが､ それさえも前述のとおり行使されること

はなかった｡ その理由は､ 政治的なものであるとされるが､ 具体的には､

たとえ提供するサービスを増強するためであったとしても､ より重い税金

を賦課することを公約にする政党は､ 選挙での人気や支持を失うこと､ そ

の上､ バーネット方式がスコットランドに対して比較的豊富な資金を受け

取ることを保障する限りは､ 実行する必要性がなかったことによる15｡

また､ 借り入れについては､ ⑤のとおり､ 権限委譲の当初は中央政府の

責任であるとされていた｡ 例外的に､ 1998 年スコットランド法では､ 66

条､ および 67 条で 5 億ポンドまで一時的な現金の不足､ またはスコット

ランド整理公債基金 (Scottish Consolidated Fund) へ現金残高を提供す

る目的でのみ国家貸付基金 (National Loans Fund) からの借り入れを

認めていたところであるが､ 実際にこの権限が使われたことはなかった16｡

このように､ 権限委譲当初のスコットランドは､ 非常に限られた範囲の財

政的な権限しか認められていなかったのである｡

第 2節 2012 年スコットランド法 (Scotland Act 2012) の概要

前節では､ 権限委譲が行われる契機となった 1998 年スコットランド法

での財政権について考察したところであるが､ 歳入に関しては､ わずかな

住民税の引き上げの権限を持つのみの極めて限定的なものであった｡ また､

バーネット方式による包括補助金が歳入の大部分を占める状況にも変化が

なかった｡ そして､ このような包括補助金に頼りきる当時の状況に対して

は､ ｢スコットランド議会は予算の支出面については完全な説明責任を有
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しているが､ 予算全体､ あるいは予算がどのように調達されるのかについ

ては責任を負っていない｡ すなわち､ 政策手段として使われ得る財政権限

は持っておらず､ スコットランド経済のパフォーマンスにおける直接の財

政的関与を持たない｣17 と言われるところであった｡

権限委譲後も引き続きこのような状況が続く中､ 政治の状況に変化が生

じた｡ 2007 年 5 月のスコットランド議会の選挙においてスコットランド

国民党 (Scottish National Party) が第一党の地位を得たのである｡ ス

コットランド国民党は､ スコットランドのイギリスからの独立を主張して

おり､ これを機に具体的にその実現に向けて動き出すことになった18｡ こ

れに対して､ スコットランド議会での多数派 (労働党､ 保守党､ 自由民主

党) は異なったアプローチ､ 具体的には､ 特に財政的な説明責任に焦点を

当て､ 委譲された権限の見直しを提案したところである19｡ そして､ その

検討を行うために 2008 年 3 月にカルマン委員会 (Calman Commission)

を設置し､ その後､ 2009 年 6 月に最終報告書 (｢Serving Scotland Better:

Scotland and the United Kingdom in the 21st Century｣)20 が出された｡

この報告書では､ 財政に関する要望として､ 次の 7 つの事項が挙げられて

いる21｡

・スコットランド議会の予算の一部はウエストミンスター議会からの補

助金ではなく､ 委譲された税によって調達されるべきである｡ その達

成のための主要な手段は､ ウエストミンスター議会とスコットランド

議会の租税収入の分かち合いによるべきである

・包括補助金の減額に応じて､ 印紙土地税 (Stamp Duty Land Tax)､

砂利税 (Aggregates Levy)､ 埋立税 (Landfill Tax)､ 航空旅客税

(Air Passenger Duty) はスコットランド議会に委譲されるべきであ

る

・スコットランド議会はウエストミンスター議会の同意を得て､ スコッ

トランド全域に適用される特定新税を導入することを可能にする立法

325 ( 6 )



権限が与えられるべきである

・公平性と最も関連のある資金調達の手段である包括補助金はスコット

ランド議会の残余を補うために継続すべきであるが､ それは必要性に

より正当化されるべきである

・財政事項を取り扱うための政府間の取り決めを強化するべきである

・これらの変更は､ 公的財政における不安定性､ および想定外利得､ あ

るいはスコットランド予算への不利益な衝撃に上手く対処できるよう､

段階的に導入されるべきである

・スコットランドの閣僚は､ 追加的な借入権限を与えられるべきである

後で見るとおり､ このうちのいくつかは､ 2012 年スコットランド法で

実現することとなったが､ これにより､ スコットランドの財政権は強化さ

れることとなった｡

このカルマン委員会の目的は､ 歳出の決定に対するスコットランド議会

の説明責任を増強することであった22｡ より具体的には､ ｢経験に照らして

1998 年スコットランド法の規定を見直し､ スコットランド議会がスコッ

トランドの国民により良く奉仕することを可能にし､ スコットランド議会

の財政上の説明責任を向上させ､ イギリス国内でスコットランドの地位を

確保し続けることができるように､ 現在の憲法上の取り決めを変更する

｣23 ことである｡ そして､ その手法として提案されたのは､ 新しく導入さ

れるスコットランドの所得税制の適用から生ずるであろう収入と包括補助

金の一部を置き換えることであり､ それにより､ スコットランド議会を年

間収入の一部を引き上げることに直接責任を負う議会にすることが目指さ

れた24｡

カルマン委員会での提言を受けて､ 2012 年スコットランド法で実現さ

れるに至った財政的な事項の概要は､ 以下のとおりである｡ まず第 1 にス

コットランド議会が所得税について 10 ポンドにつき 10 ペンスの引き上げ､

または引き下げの変更権を持つこと､ およびスコットランド政府に対して
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の毎年の税率の公表義務付け､ 第 2 に印紙土地税の委譲､ 第 3 に埋立税の

委譲､ 第 4 にスコットランド政府が中央政府から 27 億ポンドまで借り入

れることを認めること25､ である｡ これにより､ 所得税は中央政府とスコッ

トランド政府との共有税 (shared tax) と位置付けられることになった

が､ 2013/14 年度で所得税の約 42 億 6,000 万ポンド26､ 埋立税の約 1 億

1,000 万ポンド､ および印紙土地税に代わってスコットランドで賦課され

ることになった土地建物取引税 (Land and Buildings Transactions Tax)

の約 3 億 9,000 万ポンドを合わせて約 47 憶 6,000 万ポンドの増収となり､

その結果､ スコットランドに委譲された歳出全体における委譲された歳入

の割合はそれ以前の 9％から 21％に上昇することとなった27｡

このように､ 一部の税目が委譲された政府により直接賦課されることは､

納税者と議員との間の直系の説明責任を確立することになる28､ とされる｡

また､ 借入権限についても､ 前述のような限定されたものではなく､ 以下

のような目的・理由による借り入れが可能となった29｡

・年度内の税収の変動による減収に対応するための短期的な借り入れに

よる現金資金管理

・経済的な低迷により､ 税収が減少する一方で､ 公共的なサービス需要

の増加に対応するために借り入れし､ 景気刺激を行うなど経済的な循

環の影響への対抗

・将来の世代も利益を受ける橋梁や病院､ 学校､ 幹線道路の建設などの

大規模な資本プロジェクトへの資金提供

・自然災害や大規模な経済的打撃の脅威の際におけるその衝撃の緩和や

安定性の提供など､ その危機への反応､ または危機の回避

これにより､ スコットランド議会は資本投資の費用を関連する資産の存

続期間全体に広げることが可能となり､ またスコットランド議会と閣僚に

対して､ 新たな資本プロジェクトに着手する時期について柔軟性を与える

ことによって､ 経済成長を刺激するための新たな財政的な手段を提供する
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こととなった30｡

このように､ 2012 年スコットランド法により､ 税源の委譲と借入権限

が強化されることになり､ 1998 年スコットランド法で不十分であった財

政面での権限の強化が図られることになったが､ 一方で批判も存在したと

ころである｡ 法案段階のものではあるが､ まず所得税という 1 つの税に頼

りすぎること､ および明らかに包括補助金の規模が税収入よりも大きいま

まであること､ また所得税は単一の税率のみであり､ より高率の納税者に

対して異なった税率を設定する能力を持たないこと､ さらに､ 経済的な成

長を促進させるためにスコットランド政府が利用することのできる追加的

な手段を含んでいないこと31､ などである｡ このように 2012 年スコットラ

ンド法により､ 相当程度､ 財政権の委譲は進んだところであるが､ 未だ不

十分なものであるとも捉えられており､ 更なる権限委譲が求め続けられる

ことになったのである｡

第 2章 2016 年スコットランド法 (Scotland Act 2016) の

制定背景とその概要

第 1節 独立レファレンダムの否決とスミス委員会 (Smith Commission)

報告

前章で検討した 2012 年スコットランド法の施行により､ 一定の範囲で

の財政権の拡大が実現したところである｡ しかし､ 前述のとおり､ 未だ不

十分なものであるとも考えられており､ 更なる権限の拡大が求められたが､

その前後にスコットランドを取り巻く状況に更なる大きな変化が訪れるこ

とになる｡ 2011 年のスコットランド議会選挙において､ スコットランド

国民党が 129 議席のうち 69 議席を獲得し､ 過半数を占めることとなり､

これを契機として､ スコットランド独立に向けた動向が現実化することに

なったのである｡ 独立に向けた具体的な工程に関しては､ 中央政府とスコッ
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トランド政府との間で結ばれた 2012 年 10 月 15 日のエディンバラ合意

(Edinburgh Agreement) により政治的な取決めが行われ､ 2014 年 9 月

18 日に独立の賛否を問うレファレンダムが実施されたところである32｡ そ

の結果は､ 反対が多数を占めることとなったが､ その過程で賛成が多数を

占めることを恐れた国政における 3 大政党の党首 (当時) である､ デイビッ

ド・キャメロン (保守党)､ エド・ミリバンド (労働党)､ ニック・クレッ

グ (自由民主党) は､ 急きょ投票直前になり､ スコットランドに対してよ

り広範な権限を移すことを約束せざるを得ない状況に追い込まれた33｡ そ

して､ その約束の具体的な内容を検討するため､ スミス委員会が設置され､

そこで検討された内容を踏まえた 2016 年スコットランド法が制定された

ことにより､ 更なる財政的な権限が拡大することになった｡

スミス委員会の最終報告 (｢Report of the Smith Commission for fur-

ther devolution of powers to the Scottish Parliament｣) には大きな柱

が 3 つある｡ まず第 1 にスコットランドの統治のために永続性があり､ 一

方では応答性のあるスコットランド政府のための憲法的な合意を提供する

こと､ 第 2 に特に福祉分野において解決すべき課題に取り組むためのより

大きな権限を与えること､ 第 3 にスコットランド議会の財政的な責任を強

化することである34｡ ここでは､ 本稿の主題に関連する第 3 の財政的な責

任の強化について更にその内容を見ていくこととする｡

最終報告でのこの点に関する内容は大きく 2 つに分かれる｡ まず第 1 に

税制 (taxation) に関する提言､ 第 2 に財政構造 (fiscal framework) に

関する提言である｡ 前者については所得税に関することが中心となってい

るが､ 主な点は以下のとおりである｡

・所得税はウエストミンスター議会とスコットランド議会の共有税のま

まとし､ 両者が管理を共有する｡ また､ 所得税を含むイギリス全体の

予算は､ 選挙区を代表するウエストミンスター議会議員が引き続き決

定すること35
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・一方で､ この枠組みの中で､ スコットランド議会は､ スコットランド

の納税者の非貯蓄所得 (non-savings income)､ 非配当所得 (non-

dividend income) に対する所得税率､ および階層を設定する権限を

有すること36｡ また､ スコットランド議会が設定する所得税率､ およ

び階層に関して制限はないものとすること37

・スコットランド政府は､ スコットランドの納税者が非貯蓄所得､ およ

び非配当所得に対して支払った全ての所得税を､ 95 項に定められた

資金調達原則に沿って､ 中央政府からの包括補助金に対する対応的調

整 (corresponding adjustment) のうえ受け取ること38

後者の財政構造に関しての主な点は以下のとおりである｡

・中央政府からの包括補助金は引き続きバーネット方式の運用を通じて

決定すること39

・改訂された資金調達枠組みにより､ スコットランド政府は歳入を増や

したり､ 歳出を削減する政策決定から恩恵を受けることによる経済的

責任を負うこと40

・スコットランドと中央政府の予算は､ 単に税源や歳出権限の移転の結

果として､ それほど大きくも小さくもなるべきではなく､ 更なる権限

の譲渡決定の結果として損害を与えられないこと41

・追加的な借入権限を持つこと42

2016 年スコットランド法の下でも､ バーネット方式による包括補助金

は新たに与えられる税源を反映して減少することとされた｡ これにより､

｢拡張された課税権限に付随する包括補助金の削減は､ 有権者にとって最

も目に見える税であり､ したがって政治的に最も敏感な所得税の水準の設

定をスコットランド議会に強制する｣43 ことになる｡ すなわち､ これまで

の支出機関という位置づけに加え､ 納税者に対してその課税について責任

を負う徴税機関の役割も担うことになったのである｡ そして､ 現に税率お

よび階層に関して､ 独自の判断で変更を行うことができるようになったの
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であるが､ その点については次節で考察することとする｡

第 2節 2016 年スコットランド法の概要

本節では､ 2016 年スコットランド法の施行により､ スコットランドに

与えられることになった税に関する権限について､ 所得税とそれ以外の税

に分けてその制度を考察することとしたい｡ まず所得税については､ 所得

税の税率と階層の変更権が認められたことは前述したとおりであるが､

2016 年スコットランド法が最初に適用されることとなった 2017/18 年度

では､ ほとんどの税率と階層はイギリスの他の地域のレベルと同じに設定

された｡ 唯一の違いは､ 高等税率 (Higher Rate) の課税所得の額の下限

をスコットランド以外は 45,000 ポンドとされていたのを若干低く

2016/17 年度と同じ 43,000 ポンドに設定したことのみであった44 ｡

2018/19 年度からは､ イギリスの他の地域とは異なる税率と階層が採用さ

れており､ 具体的な税率と階層は表 1 のとおりとなっている｡

一方で､ スコットランドを除く地域で適用される税率および階層は表 2

のとおりとなっている｡

表 1 と表 2 を比較すると､ 非課税､ および最高税率が適用される課税所

得に違いはない｡ 一方で､ 若干ずれはあるが､ 特にスコットランドを除く
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表 1 スコットランドでの税率および階層

課税所得 (ポンド) 階 層 区 分 税率 (％)

11,850 まで 所得税控除 (Personal Allowance) 0

11,851-13,850 開始税率 (Starter Rate) 19

13,851-24,000 基本税率 (Basic Rate) 20

24,001-43,430 中間税率 (Intermediate Rate) 21

43,431-150,000 高等税率 (Higher Rate) 41

150,000 超 最高税率 (Top Rate) 46

出典：イギリス政府ホームページ (GOV.UK) https://www.gov.uk/scottish-income-tax より作成



地域の基本税率に当たる階層がスコットランドではおおむね 3 つに分割さ

れており､ この層に対する配慮が行われているということが言える｡ また､

高等税率の税率は高く設定されており､ 累進性が高いものとなっている｡

この新たな税率と階層の設定に関しては､ 経済状況､ および中央政府の

緊縮財政プログラムがスコットランドの公共サービスに与える反作用を考

慮して､ 次の 4 つの基準について検証することとされた45｡ その 4 つとは､

①中央政府の支出削減を緩和し､ 公共サービスの水準を維持し促進させる

こと (支出分析)､ ②税制度をより累進的なものとすること (累進性分析)､

③より所得の低い納税者を保護すること (より所得の低い納税者の保護分

析)､ ④経済的な成長を支えること (経済成長分析)､ である｡ ①から④の

それぞれの具体的な考え方は以下のとおりである｡

①所得税に関する政策は､ スコットランドの人々が望む行政サービスの

レベルの維持､ 向上を促進させなければならないこと

②いかなる税の変更も税制度を累進的なものとし､ 不平等を減らすもの

でなければならないこと

③最も低い収入の納税者は､ 増税に遭遇するべきではないこと

④所得税の変更､ およびそれに伴い生じる公的支出の変化は､ 経済を支

えるものでなければならないこと

スコットランドは､ イギリス福祉国家の不可欠な部分であり続けている

ことから､ 社会保障 (social protection) がスコットランドの公的支出の
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表 2 スコットランドを除く地域での税率及び階層

課税所得 (ポンド) 階 層 区 分 税率 (％)

11,850 まで 所得税控除 (Personal Allowance) 0

11,851-46,350 基本税率 (Basic Rate) 20

46,351-150,000 高等税率 (Higher Rate) 20

150,000 超 最高税率 (Top Rate) 46

出典：イギリス政府ホームページ (GOV.UK) https://www.gov.uk/income-tax-rates より作成



もっとも大きな項目となっており､ イギリスの他の地域よりも､ より高い

レベルにある46｡ これまでも歳出については､ スコットランド議会､ 政府

が自由に配分することができたところであり､ この伝統に基づいて､ 高齢

者の介護費用の無償化など弱者保護が図られてきた｡ 一方で､ 税について

は､ 他のイギリスの地域と同じ水準で賦課されてきたところであり､ その

独自性を出すことはできなかったが､ 2016 年スコットランド法の施行に

より､ 税制の面でも､ より高い平等性､ 弱者保護を目指した政策を行うこ

とが可能になったのである｡

次に所得税以外の委譲された税目について考察する｡ 2016 年スコット

ランド法の施行により､ 新たに砂利税､ 航空旅客税が委譲され､ 付加価値

税については､ 標準税率の最初の 10％ (軽減税率が適用されるものにつ

いては､ 2.5％) の税収が割り当てられることになった｡ このことによっ

て､ 2018/19 年度では､ 予算全体のうち､ 約 30％がスコットランドにお

ける所得税の税収で､ 約 7％がスコットランド議会により設定された埋立

税などの税収で占められることになる｡ さらに 2016 年スコットランド法

が完全に実施されると､ 税率は引き続き中央政府によって設定されること

になるものの､ さらに 15％の付加価値税に基づいた税収を獲得すること

になる見込みであるとされる47｡

もっとも､ 所得税の権限が全てスコットランドに委譲されたわけではな

い｡ 委譲されたのは､ 所得税のうち､ 非貯蓄所得､ 非配当所得に関する部

分のみで､ 貯蓄所得､ 配当所得の税率は従前どおり中央政府によって設定

され､ 税収は財務省に収まり､ イギリス全体の予算の一部を構成すること

になる48｡ また､ スコットランドでの所得税の徴収と管理は歳入税関庁

(HMRC) が責任を持ち続けることとされ､ 法律で規定されたスコットラ

ンドの納税者であるかどうかを決めるのも歳入税関庁の責任とされた49｡

317 ( 14 )



第 3章 財政調整制度とバーネット方式の課題

第 1節 財政調整制度の必要性

イギリスに限らず､ 財政調整制度は多くの国で採用されているところで

あり､ わが国の財政調整制度の典型例としては､ 地方交付税制度を挙げる

ことができる｡ このような財政調整制度は､ イギリスや日本だけではなく､

ドイツ､ フランス､ カナダ､ オーストラリア､ スウェーデンなどにも存在

し､ 地域社会の成り立ちと発展の歴史､ いわゆる ｢ナショナル・ミニマム｣

としてのサービス水準に関する国民の合意､ 環境保全の視点などを総合的

に考慮する必要性から広く認められている50｡ このことは､ 連邦国家､ 単

一国家問わずに当てはまるものであるが､ 特に連邦国家においては､ 連邦

‐州間の財政調整制度は重要な特徴であり､ その類似の制度は､ 多様なレ

ベルの政府を持つ非連邦国家においても用いられている51｡ そして､ たと

え他の階層の政府を監督する 1 つの中心となる階層の政府を持つ単一国家

であっても､ 必然的にある程度の地方分権に取り組まざるを得ず､ 例えば､

人々に対して提供されるサービスは､ 提供される人々に近い機関によって

運営されるべきであり､ 病院や学校は歳出に対してある程度の裁量を持つ

管理者によって運営されるべきであるとされる52｡

しかし､ 実際には地方自治体ごとの財政力は､ 同一の税制度が採用され

ていてもその人口規模､ 所得水準や産業構成などにより大きく異なる｡ 特

に過疎化が進展し､ 農林水産業が主な産業となっているような地方自治体

では､ 財政調整制度がなければ成り立たないようなところも多数存在する｡

そのために､ 財政調整制度が存在するわけである｡

このような中で､ イギリスのバーネット方式は､ 先進国では珍しいもの

である｡ というのも､ 委譲された政府レベルにおいて､ 査定された必要性

に関連した支出の水準ではなく､ 中央政府省庁の予算額の変化に基づいた
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算式が使用されているためであり､ ｢このような国はイギリス以外には存

在しない｣53 からである｡ わが国の地方交付税では､ 基準財政需要額の算

定において､ 例えば消防費についてはその地方自治体の人口､ 教育費につ

いては児童数や学級数などが測定単位として利用されており､ 測定単位は､

｢その行政項目に係る財政需要の大きさを合理的・客観的に反映する指標

である｣54 とされる｡ つまり､ 必要性に応じた算定がなされているという

ことになる｡ そもそも財政調整制度は､ 特に福祉､ 医療､ あるいは教育と

いった対人サービスは､ 地方的・個別的対応が必要な分野でもあり､ 生存

権保障にかかわるサービスの水準は全国統一的であることが求められるの

に､ それを実施する地方自治体の間には財政力に大きな懸隔がある｡ この

ような不均衡をとりあえず解決するのが財政調整制度であり､ 国民の居所

の如何を問わず生存権を保障する福祉国家にとって不可欠なものであると

される55｡

これは､ わが国と同じく福祉国家と位置付けられるイギリスでも同様で

あり､ 委譲された政府に対してだけではなく､ 地方自治体にも補助金

(Revenue Support Grant) が配分されているところである56｡ この補助

金は､ わが国の地方交付税と同様に､ 需要基準額 (Relative Needs

Amount) と財源基準額 (Relative Resource Amount) を基礎に交付さ

れるものであり､ 地方自治体の必要性に応じた配分となっている｡ 一方で

バーネット方式では､ 前述のとおり､ 必要性に基づいて算定されるのでは

なく､ 詳しくは次節で説明するように､ 中央省庁の予算額と人口割合をベー

スに増減額が決定されることとされており､ 地方自治体への補助金の算定

方法とは異なる｡

そのような違いから､ イギリスにおけるバーネット方式の目的は､ 第 1

に当時のスコットランド省 (Scottish Office) を満足させるための､ もと

もとのより高い予算水準の維持､ 一方で第 2 に長期的にはスコットランド

の利点を減らすための要求を満足させることであるとされるが57､ この 2
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つの要請は相矛盾するように思われる｡

より高い水準を維持するという点については､ 権限委譲前の 1992/93

年度のイギリス全体を 100 とした場合のスコットランドの 1 人あたり全識

別可能な歳出額 (Total Identifiable Expenditure) は 11858､ 権限委譲後

の 1999/00 年度でも 11859､ 2010/11 年度で少し下がって 11460､ 現時点

(2018 年 12 月現在) で把握できる最新の 2016/17 年度では 11661であり､

若干の変動はあるものの高いレベルを維持しており､ 第 1 の点を満たすも

のである｡ 他方､ 第 2 の点については､ バーネット収縮 (Barnett

Squeeze) の効果によって､ 長期的にはスコットランドの 1 人当たりの全

識別可能な支出額はイングランドの 1 人当たりの水準に近づいていくこと

が予定されている｡ しかし､ 現実には後で述べるとおり､ 上手く機能して

いない現状がある｡

第 2節 バーネット方式の具体的な算式

バーネット方式は､ 現在もなお､ 委譲された政府に対して交付される包

括補助金の算定方式として使用され続けられているが､ この名称は､ この

方式が提案された 1978 年当時の財務首席政務次官 (Chief Secretary to

the Treasury) であったジョエル・バーネット氏の名前にちなんだもの

であり､ 1980 年から運用されている62｡ このバーネット方式では､ 中央省

庁の予算額と人口割合をベースに分野ごとの係数を乗じることにより､ 補

助金額が算定されることになるが､ 具体的には次の算式による63｡

中央政府省庁の予算額の変化×分野ごとの比較可能割合64×適切な人口割

合65

例えば､ この算式によれば､ スコットランドとの比較可能割合が 99.4

％である保健に関する保健省の支出が 100 万ポンド増加した場合､ 100 万
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ポンド×99.4％×9.85＝9.7909 約 9.8 万ポンドが追加的にスコットラン

ドに交付されることになり､ 一方で､ 100 万ポンド減少した場合､ 約 9.8

万ポンド減少することになる｡ 比較可能割合､ 人口割合はスコットランド

と異なるものの､ ウェールズや北アイルランドについてもこの算式に基づ

き補助金額の増減が計算される｡ もっとも､ この方式は､ 100 万ポンド増

減した場合という事例のとおり､ この方式により補助金額全体が決定され

るのではなく､ 毎年の包括補助金の変化の計算方法として使用されるもの

である｡

算定の基礎となる既存の補助金額 (baseline) は､ 省庁ごとの部門予算

(departmental budgets) の範囲内で決定されるが､ 具体的な算定におい

て､ この額は 1970 年代後半の補助金額に対して毎年の増減が行われるこ

とにより算定されている｡ つまり､ バーネット方式によって算定された額

は､ 既存の補助金額に増減され､ 次年度以降の算定の基礎になる｡ このた

め､ 現在の包括補助金の規模は､ 1970 年代後半にこの方式が導入される

以前の歴史的な支出水準に依存していることを意味するとも言われるとこ

ろである66｡ このような算定式の特徴から､ 交付額は原則として急激に変

化することはないが､ この点についてはバーネット収縮との関連で後述す

ることとする｡

第 3節 バーネット方式､ およびそれに基づく包括補助金に対する批判

2016 年スコットランド法でも引き続きバーネット方式の使用を継続す

ることとされたところであるが､ このようなバーネット方式を中心とする

財政制度､ あるいはバーネット方式の算定方式自体に対しては､ 批判があ

り､ 見直しを求める声が古くから存在する｡ その批判の 1 つは､ この方式

により算定された交付額が､ 結果としてスコットランドの一人あたりの歳

出額の点で過度に過大なものとしていることに対するものである67｡ これ

は､ 次のような制度の抱える問題が原因であると考えられる｡
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必要性の視点が入っていないことに関しては第 1 節で述べたとおりであ

るが､ 具体的な算定は既存の補助金額を基礎に､ 中央政府省庁の予算額の

変化､ 比較可能割合､ および人口比率を乗じて算定した額を増減して決定

される｡ 比較可能割合､ および人口比率は年度による変化はほとんどなく､

中央政府省庁の予算額の変化が補助金額の算定に大きく影響する｡ 一方で､

その基礎となる既存の補助金額は､ 長期にわたって人口比率を乗じた額を

増減してきたものであることから､ バーネット収縮の効果によって 1 人あ

たりの公共サービス支出額は徐々にイングランドと同じ水準に低減させる

効果を持つ仕組みが内蔵されている｡

この仕組みは次のとおりである68｡ ここではウェールズを例に説明する

が､ スコットランドも同様のことが当てはまる｡ 例えば､ 架空の事例とし

て､ 表 3 のように､ もともとの包括補助金額が 140 憶ポンドで､ 1 人当た

りの公的支出の指数がイングランドに対して 115 であったと仮定する｡ こ

の場合に､ 中央政府が委譲された分野である教育に関して､ 200 憶ポンド

の支出を増やす場合､ バーネット方式の算式に当てはめるとウェールズの

補助金は約 11 億 3 千万ポンド増加する (200 億ポンド×100％ (比較可能

割合)×5.69％ (人口比))｡ 人口に変化がないとすれば､ イングランド､

ウェールズともに 1 人あたりの支出額は 368 ポンド増加するが､ もともと

ウェールズの 1 人当たりの支出額の水準が高いため､ イングランドでは 9
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表 3 比較可能なイングランドの支出増加後の ｢バーネット収縮｣ 効果の例

イングランド ウェールズ

ポンド
(10 憶)

1 人あたり
ポンド

ポンド
(10 憶)

1 人あたり
ポンド

1 人あたりポンド指数
(イングランド＝100)

当初の支出水準 214 3,937 14 4,528 115
支出の増加 20 368 1 368
新たな支出水準 234 4,305 15 4,896 114

出典：Wales Governance Centre, Barnett Squeezed? Options for a Funding
Floor after Tax Devolution (Institute for Fiscal Studies, 2016), p. 11.



％の増加に対して､ 8％の増加となる｡ その結果､ ウェールズのイングラ

ンドに対する 1 人当たりの指数は､ 115 から 114 に低下する｡

しかし､ 人口比により額の変化があるのは増加 (または減少) 分のみで

あり､ 当該年度の交付額の大部分を占める既存の補助金額には人口比率は

乗じられない｡ よって､ もし人口がイングランドとの比較で急速に増加す

れば増減部分に乗じられる数字の変化が大きくなるため､ 収縮速度は上昇

するが､ 反対に緩やかに増加する場合には収縮速度は低下することになる｡

実際のスコットランドの人口増加はイングランドと比較して緩やかであり､

1 人あたりの比較可能な支出 (comparable spending) がイングランドと

の比較で 100 に収束するには相当の時間を要することになる69｡ このよう

な理由から､ 数字だけ見れば現実には必ずしも上手く機能していないとい

うことが言える｡

また､ 1 人あたりの支出額の差は､ バーネット収縮により､ 理論上は長

い時間を要する可能性はあるものの､ 確実に進むはずであるが､ これを妨

げる要因が存在する｡ それはバーネット方式の範囲外であるとされる補助

金等の存在である｡ 特にスコットランドでは､ 社会保障プログラムが公的

支出の大きな要素を占めているが､ バーネット方式ではカバーされておら

ず70､ これらに対して補助金等の追加的な交付が行われることがバーネッ

ト収縮を阻害している要因の 1 つであると言える71｡

それ以外の批判としては､ 包括補助金が歳入の大部分を占める状況に対

して､ 税と支出 (あるいは有権者に対する財政的な説明責任) との本質的

な関連性の欠如が､ しばしば権限委譲の根本的な弱さとして挙げられると

ころとなっている72｡ 確かに､ 2012 年､ および 2016 年スコットランド法

によってスコットランドは歳入権限を拡大してきたところであるが､ 包括

補助金が歳入の大きな部分を占める状況に変化はない｡ このような状況に

対しては､ ｢補助金による財政的支援は中央政府が国土の異なる地域にお

いて､ 公平と思われるような支出水準を決定することを可能にするが､ そ
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の地域の有権者に対する委譲された政府の説明責任を弱めることになり､

そして政策手段として税を利用する能力を制限することになる｣73 とも言

われる｡

スコットランドなどへの権限委譲の重要な原則の 1 つとして､ 説明責任

(accountability) が挙げられる74｡ この説明責任に関しては､ スコットラ

ンド政府のスコットランド議会への説明責任と共に､ 議会と政府はスコッ

トランドの人々に対しても説明責任を果たすべきであるとされている75｡

また､ このことは､ 権限委譲全般に関しても ｢北アイルランド､ スコット

ランド､ およびウェールズにおける権限委譲の過程は､ 権限委譲された組

織の作用を強調する重要な原則の 1 つとして説明責任を採用した｣76 とも

言われるところであり､ 財政面でも当然求められる｡

この ｢説明責任｣ の用語については､ いくつかの面からの考察が可能で

はあるが､ 特に財政との関係では､ 政府の支出に関する議会への説明責任､

および納税者に対する議会､ 政府の説明責任ということが中心となる｡ ス

コットランドなどの委譲された政府にとっては､ 中央政府など他の機関か

ら介入されることなく､ 自らの議会でその税源や税率を決定し､ その集め

られた財源の使途を自由に決められることが納税者への説明責任を最も果

たすことのできる体制ということになろう｡ すなわち､ ｢税の権限委譲は

説明責任を最もよくもたらす財政的な仕組みである｡ それは､ 有権者が自

分たちの受けるサービスのみならず､ 税の請求書に反映された議会の支出

の決定の効果を知ることができるようになる｣77 からである｡

権限委譲当初から歳出については､ 使途の自由が認められ､ 一定の説明

責任を果たすことのできる制度が取り入れられてきた｡ 他方でその歳出に

見合う財源確保の方策としては､ 他の政策の支出削減に努めるとともに､

その他としては増税を行ったり､ 借り入れを行ったりすることも方策とし

てはあり得る｡ しかし､ 1998 年スコットランド法では､ 前述のとおり､

増税の余地はほとんどなく､ また原則､ 借り入れを行うことは認められて
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おらず､ 歳入の大部分は包括補助金に頼る状況であった｡ そのため､ 委譲

された政府を完全な機能を持つ政府 (fully functioning government) で

はなく単なる支出機関とする結果となり､ 委譲された政府は説明責任を持

つ政府としての重要な要素､ 具体的には､ 納税者からどれだけの歳入を調

達するかを決定する力､ およびそのような決定に対して選挙の際に説明を

する力を欠いていたのである78｡

2012 年､ 2016 年スコットランド法の施行により､ 一定程度の改善が見

られたところであるが､ 包括補助金については大きな変更なく継続されて

いるところであり､ 問題を抱えたままの状況に大きな変化はない｡

第 4章 改革の方向性と課題に関する検討

第 1節 改革のいくつかの選択肢

前章で検討したとおり､ バーネット方式を中心とする財政制度に問題は

あるが､ スコットランドに関しては､ 2016 年スコットランド法により一

定の見直しがなされたところである｡ しかし､ バーネット方式の算式自体

の見直しは行われておらず､ 問題を抱えたままの状況が続いているが､ こ

の問題を解決するための見直しの方策が 2009 年にスコットランド政府に

より発行された文書 (｢Fiscal Autonomy in Scotland －The case for

change and options for reform－｣) によって既に示されている｡ 具体的

には､ ｢現在の枠組み (Current framework)｣､ および 2014 年にレファ

レンダムで否決された ｢独立 (Independence)｣ を含めて､ それ以外に

｢割り当てられた歳入 (Assigned revenues)｣､ ｢強化された権限委譲

(Enhanced devolution)｣､ ｢権限委譲の最大化 (Devolution max)｣ であ

る79｡

これらの概要をまとめたものが表 4 である｡

これらのうち､ ｢現在の枠組み｣ については次節､ ｢独立｣ を除くそれ以
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外の選択肢ついては第 3 節でそれぞれ内容を確認することとする｡ なお､

｢現在の枠組み｣ については主要な財源をバーネット方式による包括補助

金に頼ることが前提とされているが､ その枠組みの中でバーネット方式の

見直しを提案するものとなっており､ 具体的にはバーネット方式に必要性

の要素を組み入れることが中心となる｡

第 2節 バーネット方式見直しの方向性

バーネット方式の概要については､ 前章で検討したところであるが､ そ

の特徴として､ 他国の財政調整制度とは異なり､ 必要性の視点が組み入れ

られていないことは既に指摘した｡ ｢現在の枠組み｣ については､ バーネッ

ト方式による包括補助金を主要な財源としたままの見直しで､ 新たな税の

委譲を前提とせず､ 自律性は低いままで変わらないが､ バーネット方式に

必要性の視点を取り入れることが提案されている｡

具体的な手法としては､ スコットランドのための資金調達水準を経済的

活動､ 地理､ 人口統計を含む歳入能力に関する前もって定められた必要性
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表 4 財政的な自律性：改革のための選択肢

主要な財源 歳入の自律性 歳出の自律性

現在の
枠組み

包括補助金
(バーネット)

低い自律性 委譲された責務に限定

割り当てら
れた歳入

税の割り当て
低い/減少させられた
自律性

委譲された責務に限定

強化された
権限委譲

共有税の混合/
税の権限委譲

限定された自律性 委譲された責務に限定

権限委譲の
最大化

全て (又は大部分)
の税委譲

重要な自律性 (EU､
および UK 法を除く)

完全な自律性 (共有のサー
ビス､ および経済政策の
若干の側面を除く)

独立 全面的な公的財政 完全な自律性 完全な自律性

出典：The Scottish Government, Fiscal Autonomy in Scotland－The case for
change and options for reform－ (2009), para. 4.30.



の基準､ および健康管理 (health care) や健康格差 (health inequarity)

などに関する公的サービスの査定された必要性と関連付けることが提案さ

れている80｡ もともとバーネット方式の名称の由来であるジョエル・バー

ネット氏は､ バーネット方式を必要性に基づいた方式 (Needs-Based

Formula) が導入されるまでの過渡期のものであると考えていたとされ

ており81､ 権限委譲後も使い続けられることは想定していなかったと思わ

れる｡ しかし､ スコットランド議会設置の政府文書においても､ この制度

がスコットランドに対する公的歳出の公正な決着をもたらし､ スコットラ

ンドのニーズと優先事項に合わせて支出に関する意思決定を行うことを認

めていたこと､ および毎年の交渉の必要性を避けることができる利点を理

由として､ この制度を引き続き採用することとされた82｡

一方で､ 必要性に基づく査定については､ 失敗することが決定づけられ

ていることを指摘するものもあり､ その理由として 3 つのことが挙げられ

ている｡ 第 1 に必要性の概念について共通の定義や統一見解が存在しない

こと､ 第 2 に情報の質､ およびその意味に問題が存在すること､ 第 3 に必

要性に基づく査定からの結論は､ 事実だけではなく､ 世間の反応のような

要素を考慮した政治的決定が必要とされることである83｡

ここでは､ 第 1 と第 2 の点について補足しておく｡ 第 1 の点については､

まず､ ｢私たちは､ 『必要性』 を完全なものとして理解することはできない

という問題がある｡ というのも､ 必要性の解釈は人によって､ 場所によっ

て､ 時間の経過とともに異なるものである｣84 との指摘があり､ 一義的に

必要性を定義することは非常に難しい｡ 例えば､ ｢よりまばらに人口が分

布している場合､ 同じサービスの提供はより高価になる｡ また､ より大き

な農業部門は､ 農業支援に対する支出の増加を意味する｡ さらに､ 戦後の

ほとんどの時期に､ スコットランドとウェールズの大半は､ 伝統産業の低

下と比較的高いレベルの失業を経験している｣85 という状況があり､ スコッ

トランドが構造的に多額の行政費用を要する背景が存在する86｡ この点に
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ついては､ わが国の地方交付税の算定では､ 例えば､ 人口密度の大小に対

する密度補正や寒冷地域に対する寒冷補正などにより､ 自然的､ 社会的事

情が考慮されており､ 地域の実情に応じた一定の配慮が行われている｡ し

かし､ このような制度が取り入れられれば､ バーネット方式の利点である

算式の簡易さは失われることになり､ 複雑な算式が必要となる｡ また､ 算

式が複雑になれば政治的な判断の余地が拡大するという問題が生じること

も予想される｡

また､ 第 2 の点については､ 例えば人口や年齢構成などの客観的な指標

を考慮する際でも､ 追加的な支出の考慮にあたって医者の数などのインプッ

ト､ 手術数などのアウトプット､ または健康水準の平等などのアウトカム

のいずれを参照するかどうかについて明確ではないということが例として

挙げられている87｡ これは第 1 の点とも関連すると思われるが､ 何をもっ

て必要性があると考えるかについて､ 共通の理解があるわけではない｡

これらの問題から必要性の要素を取り入れることについては､ 1970 年

代から認識されているものの88､ 導入されないまま現在に至っており､ 201

2､ 2016 年スコットランド法でもこの点について新たな制度は採り入れら

れなかったところである｡

第 3節 より進んだ形での財政権委譲の方策

本節では､ 現行の枠組みを前提としたバーネット方式の見直し､ および

2014 年に否決された ｢独立｣ 以外の ｢割り当てられた歳入｣､ ｢強化され

た権限委譲｣､ ｢権限委譲の最大化｣ の方策について考察することとする｡

まず､ ｢割り当てられた歳入｣ では､ スコットランドで集められた歳入

額によってスコットランドの予算が決定されることになるが､ スコットラ

ンド議会は税率や課税基準を決定する権限を持たず､ 単にスコットランド

で集められた税が配分されるのみである｡ また､ スコットランド議会の自

律性や責務の重要な増加を何ら意味するわけではなく､ 特に税の歳入状況
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における日々の変化から生じるリスクや不安定性を考慮すると､ ｢現在の

枠組み｣ よりも資金調達面でスコットランドの財政状況を悪化させること

になり得るとされる｡ 結果として､ この方策はスコットランドにおける公

共サービスの供給､ およびスコットランド政府の長期にわたる持続可能な

成長を保障するために､ 安定的な政策枠組みを提供する能力に対し有害な

影響を与えるものであると位置づけられており､ ｢現在の枠組み｣ に代わ

るものとは考えられていない89｡

次に､ ｢強化された権限委譲｣ では､ スコットランド議会とスコットラ

ンド政府には､ 中央政府からの小規模な財政調整による補助金と限られた

借入権限とともに､ より大きな歳入に関する責任が与えられると考えられ

ている｡ この実現のためには､ 2 つの選択肢があり得るとされる｡ 1 つが

税の権限委譲 (tax devolution) と､ もう 1 つが租税分与 (tax sharing)

である｡ 税の権限委譲の下でスコットランド議会は､ 特定の税目の税率､

および課税基準を変更する権限が与えられ､ 残りの税目はウエストミンス

ター議会が支配権を保持することになるとされる｡ そして､ 例えば､ 様々

な事業税､ 環境税､ 個人税を組み合わせて､ イギリスの他の地域からは独

立して設定､ 徴収､ 管理することが考えられ得る｡ これにより､ スコット

ランド議会に対して完全ではないが､ いくらかの財政的責任が移されるこ

とになる90｡

また､ 租税分与は､ 2 つ､ あるいはそれ以上の政府の階層が特定の税目

から税収を分け合う場合にあり得るものであり､ 例えば､ 中央政府が留保

された事項に関する支出のためにスコットランド全体の所得税収入の 50

％を受け取るとともに､ 残りの 50％をスコットランド政府が委譲された

事項の支出に対しての資金を調達するために受け取るというものである｡

そして､ この仕組みでは､ それぞれの割り当てられた取り分の範囲内で各

階層の税率や課税基準を変える権限が与えられることになる91｡

しかし､ 税の権限委譲については､ 2012 年､ 2016 年スコットランド法
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で一定程度実現されたところであるが､ 委譲される税目が所得税のような

税収が多額にのぼるものであれば､ その効果は大きいが､ 少額の税目が委

譲されたとしてもそれほど大きな効果は見込めない｡ 一方で､ 租税分与に

ついても所得税は､ 共有税と位置付けられたところであるが､ 所得税の制

度設計自体は中央政府､ ウエストミンスター議会が持ち､ 徴収､ および管

理も歳入税関庁が行うことから､ あくまで割り当てられた範囲内での自律

性に留まる｡

そこで登場するのが､ ｢権限委譲の最大化｣ である｡ この方策では､ スッ

トランド議会､ および政府はスコットランドにおける全て (または大部分)

の歳入を調達し､ 徴収し､ 管理する責任､ および大部分の支出に対する責

任が与えられることになる92｡ より具体的には､ ｢権限委譲の最大化｣ は､

本質的には､ 国防､ 外交､ 通貨､ および重要な経済的政策を除く全ての権

限委譲を意味するものであるとされる93､ そして､ スコットランドで全て

の歳入を徴収する一方で､ イギリス全体に共通の公共財や公的サービス､

すなわち､ 共有サービス (shared service) を賄うためにエディンバラか

らロンドンに支払いが必要となる｡ また､ 一連の共有サービスの範囲､ そ

の支払い方法などについては､ その時々の交渉によるものとされる94｡

より具体的には以下のような仕組みが想定される95｡

・国防､ 外交､ およびマクロ経済的管理はイギリス全体の責任として行

う

・年金や給付金を含む､ 全ての他の (国内的な) 政策はスコットランド

のレベルで取扱われる

・スコットランドにおける全ての税 (利回りが完全に割り当てられてい

る付加価値税以外) はスコットランド議会によって徴収される

・スコットランド議会は､ ウエストミンスターに共通のサービス､ 例え

ば国防に関しては､ もっとも明瞭には､ 一人当たり基準の総額を支払

う
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・スコットランドは資本支出､ および不足する資金を調達するために借

り入れを行うことができる

それぞれの仕組みの概要は以上のとおりであるが､ ｢現行の枠組み｣ お

よび ｢独立｣ を含め､ 今後のスコットランドの財政制度にふさわしいもの

であるかについて､ 3 つの基準から考察がなされている｡ 第 1 に効率性を

高めるものであるか､ 第 2 により高い説明責任と透明性を保障するもので

あるか､ 第 3 に持続可能性を持つものであるか､ という視点である96｡

それぞれ､ より具体的には､ まず第 1 の効率性に関しては､ 効率性を促

進する財政的構造はスコットランドがより豊かな社会と経済になることを

確実にするために不可欠であり､ 財政的構造を変更することは効率性を向

上させ､ スコットランドの競争上の優位性を高める機会を作りだすことか

ら､ 第 2 の高い説明責任と透明性に関しては､ これらは政治制度における

人々の支持と信頼を確実にし､ 最善の業務､ より良い運営､ および政策措

置を奨励するために不可欠なものであることから､ 第 3 の持続可能性に関

しては､ 財政的枠組みの変化は資金調達の仕組みの費用対効果を証明する

と同時に､ 長期および短期における支出水準の持続可能性を確実にするも

のであることから､ これらの視点を満たす必要があるとされる97｡

これらの視点からの考察の結果､ 最終的には､ ｢独立｣ が最も望ましい

方策として結論付けられているところであるが､ ｢権限委譲の最大化｣ に

関しても一定の評価がなされている｡ その理由としては､ 第 1 にスコット

ランド政府に対して持続可能な経済的成長を増進させるための最大限の政

策の自由裁量を与えること､ 第 2 にこの方策では､ いくらかの行政的なコ

ストの増加とスコットランド独自の歳入源 ('own-source 'revenue) への

依存を伴うことになるが､ この方策の下で政策の柔軟性を高めることもで

きるという事実は､ スコットランド政府が適切な予算編成を行うことを可

能にすること､ 第 3 に説明責任と効率性はこの方策の下で高まることにな

り､ また拡大した委譲された予算は､ スコットランド政府の公共支出､ お
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よび経済の短期的な圧力に対応する機会を増やすことになり､ スコットラ

ンドの潜在的な成長を高めるためのより大きな機会につながることから､

この方策は財政的な自律に向けた重要な段階であるとしている98｡

第 5章 財政権委譲の進展に伴う諸問題

第 1節 財政権委譲のデメリット､ 問題点

ここまで､ 特にスコットランドにおける財政権の拡大の経緯とその概要

について考察を行ってきた｡ また､ その改革の方向性についても触れたと

ころであるが､ 現実に 2012 年､ 2016 年スコットランド法で表 4 に掲げる

5 つの方策のうち､ ｢強化された権限委譲｣ に揚げられた税の権限委譲や

租税分与が一定程度､ 実現することとなり､ 財政権の委譲が確実に進展し

ていることが明らかとなる｡ 更に進んだ ｢権限委譲の最大化｣ への進展は､

2016 年スコットランド法が現時点では段階的に施行されているところで

あり99､ すぐに実現することは難しいと思われるが､ 政治状況の変化によ

り急速に進む可能性も否定できない｡

本稿では､ ここまで財政権委譲のメリット､ あるいは推進しようとする

立場を前提として考察を行ってきたが､ そのデメリットや問題点も指摘さ

れるところである｡ そこで本節では､ 財政権委譲に反対する立場からの考

察を行うこととする｡

反対する立場の理由としては次のようなものがある｡ まず第 1 にスコッ

トランドにおけるより高い支出の遺産はより高い税､ および人や企業の移

転の動機となること､ 第 2 にスコットランドにおけるより高い福祉的権利

はより多くの福祉的移民とより高いレベルでの依存を助長することになる

こと､ 第 3 に高められた財政的な自律性は､ スコットランドとイギリス全

体との緊張関係を作り出すことになること100､ が挙げられる｡

また､ スコットランドの問題に限定しない､ より広い視点からの指摘と
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しては､ 第 1 にもし､ 異なった税や支出戦略を実行するならば､ 歓迎され

ない副作用が自治体ごとに次から次に生じる可能性があること､ 第 2 に公

共財提供のための規模の経済があるかもしれず､ 委譲された環境において

は公共財の生産は非効率的になりかねないこと､ 第 3 に資源を蓄積するこ

とにより､ 困難な経済的状況にある地域への援助をより容易に行うことが

できること101､ などを挙げるものもある｡

以下では､ 上記の指摘のうち､ 本稿の関心と関連のある 2 つの点につい

て､ 検討を加えることとする｡ まず第 1 にスコットランドとイギリスの他

の地域との格差から生じる問題である｡ スコットランドは 1 人あたりの行

政経費が他の地域と比較して高くなっているが､ この背景には人口密度や

産業構造の問題などがあることについては既に触れた｡ 一方で､ スコット

ランド議会に一次立法権が付与されて以降､ 多額の費用を伴う､ 独自の政

策が実施されることになった｡ その結果､ スコットランドと他のイギリス

の地域との政策の違いが生じたところであるが､ バーネット方式に基づく

包括補助金が歳入の大きな部分を占め､ イギリス全体の予算に依存する中

では､ 他の地域の住民の不公平感が生じることにつながる｡

他方で､ 税財源の委譲がさらに進み､ それに応じて包括補助金が減額さ

れることになれば､ スコットランドの景気状況により税収が左右されるこ

とになる｡ 財政状況が悪化すれば､ これらの政策を維持するには､ 場合に

よっては個人､ あるいは企業に対する税の引き上げが行われることも想定

され､ このようなことが現実化するならば､ 人や企業がスコットランドか

ら他の地域に移転するような事態も生じることになろう｡ それにより､ 税

収が減少し､ また企業活動等も停滞することになれば､ 更に税収が減少す

ることになり､ 財政的な危機の状況に陥る可能性も否定できない｡ また､

それとは反対に､ 特にスコットランドと接する地域においては､ スコット

ランドが低い税負担で高いサービスを供給することが可能であれば､ 人や

企業の流出につながることになる｡ このようなことは､ 分権型の統治構造
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を採用する以上､ 当然考えられる事態ではあるが､ どの程度受け入れられ

るかは議論のあるところであろう｡

第 2 にスコットランドと他の地域との緊張関係を生じるという問題であ

る｡ バーネット方式を基本とした現在の配分方式では､ 算式に基づいて､

いわば自動的に包括補助金の額が決定されることになる｡ しかし､ バーネッ

ト方式は法定化されたものではなく､ 財務省の政策であり､ 支出見直し

(Spending Review) と同時に更新され､ 出版される財政方針の声明

(Statement of Funding Policy) の中で定められたものである102｡ また､

中央政府と委譲された政府間で結ばれる覚書 (Memorandum of Under-

standing) で取り決められたものでもなく､ 制度の根拠は弱い｡

この方式は､ 算定が簡易である特徴を持つとともに､ 財務省としてはス

コットランドの予算の規模､ および徴収の方法を決定する権限を持つこと

ができる103｡ 一方､ 委譲された政府側にとっては､ 政治的な視点からは､

包括補助金は支出における自律性を提供するものであり､ 交付額の範囲内

では､ 委譲された政府がどのように支出を割り当てるかに関しての制限は

かなり限定的であり､ 自らの優先事項に対して直接資金を向けることが可

能となる104｡ このように､ 財務省､ 委譲された政府いずれにも利点がある

ことから､ 前述したような問題を抱えつつも､ 現在も適用され続けている

ところである｡

このように､ お互いの利点を理由に続けられてきたバーネット方式によ

る包括補助金であるが､ 2012 年スコットランド法の内容が反映される

2015/16 年度以降､ 委譲された税源に応じて減額されることになった｡ こ

の仕組み自体は､ 税源が委譲された分､ 減額されるというのは当然あり得

る方策であろう｡ 差し当たりの減額については､ ｢包括補助金調整 (Block

Grant Adjustment)｣105 により調整されるが､ 減額の算式や規模につい

ては､ お互いの利害が必ずしも一致するわけではない｡ それぞれが自らの

意見を主張することになれば､ 緊張関係､ あるいは対立関係に置かれるこ
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とも考えられ得る｡ また､ ｢権限委譲の最大化｣ にまで至る更なる財政権

の委譲が進めば､ スコットランド政府が徴収した税を中央政府の行う全国

均一のサービスに対して支払う対価の問題が生ずることになる｡ その決定

には必然的に､ 政治的な論争を伴うことが予想され､ 政治的な混乱が生ず

ることも否定できず､ 対立が深まれば､ 独立の議論が再燃することも予想

される｡

第 2節 財政権委譲とウエスト・ロジアン問題 (West Lothian Question)

前節では､ 財政権委譲に反対する立場からの考察を行ったところである

が､ 本節では､ イギリス権限委譲の抱える大きな課題である､ ウエスト・

ロジアン問題とのかかわりに関して考察することとする｡

イギリス権限委譲の特徴として､ その不均一さが挙げられるところであ

るが､ 財政権限に関しても同様に不均一さがみられるところとなっている｡

ウエスト・ロジアン問題とは､ ｢スコットランド議会に対して委譲された

ことを理由としてイングランド選出の議員が扱うことができない事項に対

して､ なぜスコットランド選出の議員がイングランドに影響を与える同じ

事項について関与することができるのかということを問うもの｣106 であり､

主に立法権限に関しての問題である｡ この問題は､ 一次立法権が付与され

たスコットランドに関しては､ 権限委譲の当初から認識されているものの､

現在に至るまで解決されていない権限委譲の抱える大きな課題である｡

一方で､ 財政面では､ 権限委譲当初から 2012 年スコットランド法が施

行されるまで､ 委譲された議会､ 政府の持つ権限にほとんど差はなく､ 不

均一さについて大きな問題であると捉えられてはいなかった｡ しかし､ ス

コットランドに対しては､ 2012 年スコットランド法に続き､ 2016 年スコッ

トランド法により､ また､ ウェールズに対しては 2014 年ウェールズ法

(Wales Act 2014) の施行により107､ 財政権の委譲が進められた結果､ イ

ングランドとの関係だけでなく､ 委譲された地域間でも不均一さが生じる
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こととなった｡

立法権限に関するウエスト・ロジアン問題については､ 2014 年のスコッ

トランド独立をめぐるレファレンダムが実施されて以降､ この問題を解決

すべく､ EVEL (English Votes for English Laws) が導入され､ イング

ランドにのみ (またはイングランド､ およびウェールズ) に適用される法

案は､ それ以外の法案とは異なる手続きによって審議されることとされ

た108｡

このように､ 法案に関しては一定程度､ 解決の方策が示されたが､ 財政

面に関しても､ 法案におけるウエスト・ロジアン問題と同様の問題が起こ

り得る｡ 例えば､ もし所得税が完全に委譲されたとすれば､ スコットラン

ド選出のウエストミンスター議会議員は自らの選挙区の有権者が支払わな

いイングランドの所得税率について投票を行うことになり得る109｡ また､

委譲されたスコットランドの所得税はスコットランドの支出のためのみ使

われることになるが､ イングランドに委譲された予算というものはなく､

中央政府によって徴収された所得税は､ イギリス全体の歳出に資金を提供

することになる｡ そうなれば､ イングランドの所得税の納税者は､ 委譲さ

れたサービスに関してさえもバーネット方式を経由して､ スコットランド

の歳出に資金を提供しているということになるが110､ イングランド選出の

ウエストミンスター議会議員にスコットランド議会の議事に関与する手段

はない｡

具体的には以下のような場面が想定される｡ バーネット方式については､

前述のとおり､ それぞれの委譲された地域の行財政需要の必要性の視点か

ら計算されていないことから､ 補助金を受け取った委譲された議会､ およ

び政府は､ 使途の制限を受けない｡ より具体的には､ もしイングランドに

おける教育に関する支出の増加により包括補助金が増加したとしても､ 包

括補助金が特定の支出項目と結び付けられていないことから､ 委譲された

政府は､ 教育に対して追加的な支出をする義務はない111｡ であれば逆に､
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イングランドの教育に関する予算が減額になり､ その結果､ 包括補助金が

減額になったとしても､ スコットランドでは必ずしも教育に関する予算を

減額するとは限らず､ サービスの格差はより大きなものになることも想定

されることから､ イングランド住民の不満が高まる可能性は否定できない｡

しかし､ このことに対して､ イングランド選出のウエストミンスター議会

の議員が関与する手段は何ら与えられていないのである｡

もっとも､ 包括補助金に頼る現状の仕組みにおいては､ 公的資金の歳出

を含むウエストミンスター議会におけるいかなる問題も､ 委譲された地域

に費やされる一括財源に直接影響を与えることから､ イギリスの全ての地

域に関わることになるに違いない｡ そのため､ イングランドのみに関わる

ように思われる事項であっても､ 委譲された地域のウェストミンスター議

会議員に投票する権利を与え続ける必要がある112､ とも言われる｡

では､ その解決のための方策は考えられるのか｡ もともとウエスト・ロ

ジアン問題の解決策については､ 3 つの方策が考えられるとされていた｡

まず第 1 にイングランド議会 (English Parliament) を創設すること､

第 2 に EVEL を保障すること､ 第 3 にイングランドの地域ごとに地域議

会 (regional assembly) を創設することである113｡ 第 1 の方策について

は､ イギリスの人口全体の約 85％を占めるイングランドに独自の議会が

設置された時の影響､ および連邦制移行への懸念､ また連邦制の実現にあ

たっては立法､ 行政､ 司法における制度の大きな改革が必要になると考え

られることから､ 現実的な選択肢とはなり得ていない114｡ また､ 第 3 の方

策は一時期､ 導入に向けて議論の高まりがみられたが115､ 近年､ ほとんど

議論が行われていないところとなっている｡

唯一､ 第 2 の方策についてのみ､ 前述のとおり､ 既に一定程度､ 実施に

移されたところであるが､ 委員会段階での一部の導入にすぎず､ 立法過程

において完全に実現されているわけではない｡ また､ イギリスでは予算に

関しては法案形式で審議されることになるが､ その条項は多くの付則を伴っ
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て 250､ あるいはそれを超えることもあり､ 税制度の非常に詳細な管理に

関する事項とともに､ 税の水準､ および税の類型の変更に関する内容を併

わせ持ち､ そのことが非常に複雑なものとしている116､ とされる｡ このよ

うな法案の特徴､ およびこれまでの検討内容を考慮するならば､ イングラ

ンドのみに関わる内容を切り分けることは難しいと思われる｡

さらに､ イングランド独自の予算､ あるいは､ それを管理する委譲され

たイングランド政府は存在せず､ イングランドの支出のみに資金を提供す

るイングランドのみの税金を見分けることは容易ではない117｡ EVEL が一

部導入されている法案に関しても､ イングランドのみに関係するものとそ

うでないものの見分けは容易ではなく､ 審議の全過程で完全に分離して審

議が行われているわけではないことは､ 予算についても同様のことが言え､

EVEL に類する制度の導入は難しいように思われる｡

第 3節 連邦制導入の可能性についての検討

これらを解決するための別の視点からの方策として､ 最もドラスティッ

クなものとしては独立､ という選択肢もあり得るが､ レファレンダムで否

決されてそれほど時間も経っていないことから､ 近い将来での実現の可能

性はそう高くはないと思われる｡ また､ それ以外の別の方策としては､ 連

邦制ということも考えられ得る｡ 連邦制を導入するにあたっては､ 成文憲

法が必要になり､ その憲法には立法権限や財政権限なども規定されること

になろう｡ イギリスの現在の状況としては､ 権限委譲の利点からイングラ

ンドが排除され､ 不均一さが拡大し､ イングランドを代表する議会がない

中で､ ウエストミンスター議会がイングランドに関する立法を担う機関と

して機能しているところである｡ しかし､ この状況は ｢連邦制のモデルの

下では､ 一方で､ 全ての領域に対して独立した権限の範囲を定めることが

必要｣118 となることから､ 連邦制により､ 解決の可能性が見い出され得る

ということである｡
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また､ 実際に ｢ほとんどの連邦体では憲法において (あるいはベルギー

の場合のように特別立法において) 2 つの階層の政府の歳入調達権限が明

細に記される｣119 とされる｡ 連邦制の一般的な事例に従うとすれば､ 立法

権限だけでなく､ 財政権限についても連邦憲法が制定されることによりそ

れぞれの持つ範囲が明確となる｡ また､ ドイツ連邦共和国基本法 107 条の

ように､ 財政調整に関する制度も明記される事例もあり､ 規定次第では､

これまでのように法定化さえされていないバーネット方式のような仕組み

による運用から脱却することが可能になる｡ もっとも､ 仮に連邦制に移行

するとしても､ 導入の段階で財源の配分や財政調整制度の設計をめぐり大

きな議論になることは避けられず､ 立法権限の配分以上に難しい問題とな

ることが予想される｡

連邦制については､ ベルギーのように単一国家から連邦制に移行した国

も存在し､ 前述したとおり､ イギリスも権限委譲により､ 準連邦国家に移

行したとする見解もある｡ しかし､ イギリスの権限委譲は､ 連邦制とは異

なるものであると考えられている｡ その理由の最も重要な点として､ 第 1

にウエストミンスター議会と委譲された立法府との双方を拘束する至上の

成文憲法が存在しないこと､ 第 2 に構成上の不均一さは多くの連邦制の特

徴であるものの､ イギリスの権限委譲では､ 非常に深い基本的な意味で不

均一であること､ 第 3 に他のほとんどの連邦制の例と異なり､ 委譲された

地域のいずれも､ ウエストミンスター議会において特別の地域的な代理権

を行使することができないこと120､ が挙げられるが､ これらの点は現実に

連邦制に移行する際の大きな障害となる｡

例えば､ 第 1 の点では､ イギリスの統治制度はその中身や範囲が時々に

不明確なものである習律に依存しているが､ 習律を特定し､ 成文憲法に含

めるべきかどうかを決定するのは､ 難しい問題である121｡ さらに根本的に

は､ 誰が成文憲法を起草し､ 承認し､ また改正する権威を持つのか122､ と

いう問題が存在するなど､ 現実的には難しいと言わざるを得ない｡ また､
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第 2 の点については､ 各委譲法は､ 委譲された 3 つの地域それぞれに特有

の性質､ および政治的状況に特化していること123､ そして､ イングランド

が人口の大部分を占める中で､ 前述したとおり､ 独自の議会はなく､ その

議論もほとんど進展していない状況があること､ 加えて､ これも前述した

ところであるが､ ウエスト・ロジアン問題が解決しない中､ 構造的な不均

一さが存在し､ 財政権委譲の進展によりさらに拡大しつつあることがその

理由となる｡ さらには､ スコットランド､ ウェールズ､ 北アイルランドそ

れぞれに固有の歴史や文化､ および制度を有していることも事態を複雑な

ものにしている｡ 第 3 の点については､ 上院にあたる貴族院に関して

1999 年に貴族院法 (House of Lords Act 1999) が施行され､ 世襲貴族の

大部分が身分を失うことになり､ それに代わり､ 一代貴族が占めることと

なった｡ また､ その後も改革の議論は進められ､ 公選制度も議論には上る

ものの､ 当面､ 実現の見込みはなく､ ましてや委譲された地域からの地域

代表の意味を持った議員の選出の制度に関しては､ 議論すらされる状況と

なっていない｡

いずれにしても､ 上記のいずれの点も古くからの歴史を経る中で形成さ

れた伝統を大きく変更するものであり､ そう簡単なものではない｡ また､

連邦制は統治構造の根本的な改革となる｡ 近年のイギリスの状況を考慮す

れば､ このような重大な内容の実施にあたってはレファレンダムに付すこ

とが想定されるが､ 賛成が得られるかどうかは不透明であり､ その点でも

実現可能性は高いものとは言えないと思われる｡

むすびにかえて

権限委譲に関して多数の論考があるボグダナー教授は､ ｢否定できない

ことは､ 権限委譲が全ての国民に平等な権利を保障するイギリス政府の権

限を脅かすということである｡ もし権限委譲によって分断化され､ ばらば
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らにされたとすれば､ 国家がどのようにこれらの平等な権利を保障できる

かを予見することは難しい｣124 と述べている｡ イギリスの権限委譲の特徴

はもともと不均一であるということがある中､ 一方でこれまでは政策の実

施のために不可欠となる財源に関しては､ 必要性に基づかないバーネット

方式により算定される包括補助金が手厚く配分されてきた｡

しかし､ 2012 年､ 2016 年スコットランド法､ および 2014 年ウェールズ

法の制定により､ スコットランド､ ウェールズへの税源の委譲が進められ

たことから､ その状況は大きく変化しようとしている｡ また､ 2014 年に

スコットランド独立を問うレファレンダムでは､ 反対が多数を占めたもの

の､ これを契機にウエスト・ロジアン問題が再度､ クローズアップされる

こととなった｡

現在のところ､ 本稿で中心的に検討を行ったスコットランドについては､

2016 年スコットランド法が順次施行されている状況であり､ その影響が

完全に把握できる状況とはなっていないが､ スコットランドとそれ以外の

地域との財政上の格差が拡大することは間違いないと思われる｡ また､ ウェー

ルズもスコットランドと同様､ 一次立法権を持ちつつ､ スコットランドと

は異なる範囲での一定の財政権限が委譲されることになり､ 不均一さはさ

らに拡大することになった｡ しかし､ 連邦制が否定的に解され､ 独立の選

択肢も当面､ 実現することがない状況では､ 単一国家の中でどう対応して

いくか､ といことが大きな課題となる｡

近年､ スコットランドに対する税源の委譲の進展に伴う調整の仕組みの

導入や､ ウェールズへの必要性の要素の導入など125､ 制度が複雑化してい

る｡ そのため､ 以前のような一律で簡易な制度ではなくなりつつあること

から､ 現行のバーネット方式に基づく包括補助金の制度を維持するのが難

しくなってきているということも言えよう｡ 2016 年スコットランド法に

より､ スコットランドに関しては当面の決着は図られたように思われるが､

財政権限に関する問題が完全に解決したわけではない｡
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今後､ 更なる財政権委譲が進むか否かはその時々の政治状況によるもの

と思われ､ 明確な答えがない状況の中で､ イギリスは EU 離脱という大き

な節目を迎える｡ その際に大きな変化が起こることも想定されることから､

今後の動向を更に注視していく必要があるだろう｡

【※】

掲載のウェブサイトは､ 2018 年 12 月 30 日時点でアクセス可能である

ことを確認している｡
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